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【１】．はじめに  

中小企業庁による「中小企業・小規模事業者」の定義に含まれる、従業者規模 300 人未満の事

業所数（以下：「中小事業所」）は、総務省統計局「平成 26 年経済センサス-基礎調査」によると

5,508,194 と、全事業所数 5,541,634 の 99.8％を占めます。雇用されている従業者数 48,994,776

人は全従業者数 57,427,704 人の 85.3％を占めます（図1）。 

このように事業所数でみても、従業者数でみても、中小事業所がわが国の事業所の大半を占めて

います。 

① それら中小事業所におけるその従業者を取り巻く労働経済や健康管理上の課題を把握して

みます。 

② それら課題に対する対策や解決策を議論してもらいたいと希望します。 

   

 
【２】．課題  １．０１倍の衝撃 

ア．回復しない生産年齢人口減 

15 歳～64 歳までの、いわゆる生産年齢人口は 1995 年の国政調査 8,726 万人をピークに年々

減少し、総務省統計局による 2017 年 1 月 1 日時点での生産年齢人口（確定値）はピーク時比

87.5％の 7,638 万人でした。4 月に国立社会保障・人口問題研究所から発表された「全国人口推

計（日本の将来推計人口）」によると、2029 年には、この生産年齢人口は 7 千万人を、2040 年には

6 千万人を割る予想結果が示されていました（図2、3）。 

 
イ．人手不足 

厚生労働省による 2017 年 6 月の正社員の有効求人倍率(季節調整値)は 1.01 倍と、2004 年の

調査開始以来、初めて 1 倍を超えました。また総務省統計局による労働力調査（基本集計）平成

29 年 6 月分からみた 6 月の完全失業率（季節調整値）は 2.8％となり、前月に比べて 0.3 ポイント

低下していました。そしてリクルートキャリアによる「確報版 2017 年 7 月 1 日時点内定状況」 就職プ

ロセス調査（2018 年卒）では、7 月 1 日時点で見た大学生の就職内定率は 79.1％となり、前年同月

（71.1％）を8.0ポイント上回る水準を示していました。これらから単純に、求人数が求職者数を上回

るという、いわば“完全雇用”が正社員の間では到達されたのではないかと理解できます。実際、日

本商工会議所が 2017 年 7 月 3 日に発表した全国の中小企業 4,072 社を対象とした「人手不足等

への対応に関する調査結果」によると、60.6％もの企業が、人員が「不足している」と回答していま

した。「過不足なし」は35.8％、「過剰」はわずか2.3％でした。「不足している」との回答は2015年度

調査の 50.3％から 10.3 ポイント、2016 年度調査の 55.6％から 5 ポイントと 3 か年連続で人手不足

感が強まっている現実があります。 

 



ウ．人手不足倒産 

帝国データ―バンクによると、従業員の離職や採用難を理由とした倒産が 2017 年上半期には

49 件（内訳：介護福祉業 15 件、建設業 13 件、運輸・通信業 7 件）と、2016 年上半期比で 44％増

となっていて、2013 年上半期比では 2.9 倍でした。 

 
エ．第三次産業は“大惨事”産業 

労働者死傷病報告からみた「業種別死傷災害発生状況（平成 28 年）」によると、労働災害による

死傷者数(休業 4 日以上)については、第三次産業から 54,280 人と、全体 117,910 人の 46.0％が

発生していました。同じ休業 4 日以上の死傷者数を事業場の規模別でみると、規模 100 人未満の

事業場で、全体の 7 割を超える災害が発生していました。 

この 46.0%は、製造業の 22.4％と建設業の 12.8%の合計である 35.2％より 10.8 ポイントも悪い結果

で、製造業、建設業に加え陸上貨物運送事業の 11.9％を加えた 47.1%に匹敵する程度です。従業

者数の増加という背景もありますが、これまで製造業、建設業、陸上貨物運送事業での労働が、

「きつい、危険、汚い」という「３ｋ職場」と呼ばれ、業種横断的に形成された労働災害防止団体によ

る啓発活動を通じ、近年は災害件数や度数率は改善してきていることは事実としてあります。対し

て、数人の正社員が、数百名ものパート社員を管理する職場もあります。例えば子の看護のため、

突然の休業がパート社員にて生じると、店長等の現場での正社員は、カバーに入らざるを得なくな

ります。その間、自身が処理すべき伝票、部門別集計、本部からの営業指示対応等は未処理にな

ります。カバー終了後、残業しての対応にならざるを得ません。店舗の立地や周辺の年代別人口

構成の変化によって、パート社員確保に難渋する事業所だと、正社員が無理してのやり繰りを余儀

なくされる状況も生じます。億の単位の投資額と 8 万ワット/時の電力を消費する人工知能を使える

事業所であれば、上記の多因子分析と解決策提示より回避可能かもしれません。しかしながら中

小事業所では望むべくもありません。これらから、第 3 次産業は「きつい、きびしい、帰れない」とい

う「新３ｋ職場」と呼ばれることがあるようです。実際、厚生労働省「労働者死傷者報告」から、平成

18 年と平成 28 年との休業 4 日以上の死傷者数を比較したのが表１です（図4）。 

 

                   表１ 第三次産業は“大惨事”産業 その１ 

業種 ① 平成 18 年 ② 平成 28 年 比（②／①） 

製造業 36670 26454 0.72 

建設業 22386 15058 0.67 

道路貨物運送 14666 12747 0.87 

第三次産業 

商業 16987 17693 1.16 

社会福祉施設 4091 8281 2.02 

飲食店 3896 4791 1.23 

 

また、高木が「平成 24 年経済センサス活動調査」を元に作成した「従業員数あたりの業態別年間

労働災害発生率」（☆）と平成 27 年度産業別死傷年千人率（●）を比較した結果が表２です （図

5）。 



 

 表 2 第三次産業は“大惨事”産業  その２ 

業種 死傷年千人率 

●陸上貨物運送 8.2 

☆配達飲食サービス 5.2 

●建設業 4.6 

●製造業 2.8 

    ☆チェーン系専門飲食店/回転ずし 2.6 

   ☆チェーン系専門飲食店/ラーメン 2.6 

☆ファストフード/丼物 2.2 

☆ファストフード/ハンバーガー 1.7 

 

 

オ．不足する支援 

厚生労働省による「平成 23 年 労働災害防止対策等重点調査報告」、「平成 24 年労働者健康

状況調査」によると、事業所の規模別の 

① 産業医を選任している事業所、 

② 定期健診を実施している事業所、 

③ メンタルヘルスケア（ＭＨ）に取り組んでいる事業場、 

④ 医師による長時間労働者に対する面接制度を知らない従業者の各割合（単位：％）は以下

の通りでした（図6）。 

              表 3 事業所規模別健康支援格差 

規模別 ① 産業医選任率[%] ② 定健実施率[%] ③ ＭＨ取組率[%] ④ 長残面接知らず[%] 

10-29 33.3 89.4 38.9 49.1 
30-49 43.4 96.8 56.0 33.2 
50-99 80.9 98.2 71.4 20.7 

100-299 95.8 99.5 83.1 11.7 
5,000以上 100.0 100.0 99.1 0 
全体 87.0 91.9 47.2 41.8 

  
◆産業医の選任義務が課せられていない 49 人以下の規模の事業所と、逆に産業医の選任義務

が課せられている 50 人以上の規模の事業所との間で、産業医選任率やメンタルヘルスケアへの

取組に差が生じていることがわかります。 

◆①～④の項目すべて、従業者規模と従業者への支援の充実さも比例していることがわかります。  

 
▼著者経験事例として、医師による長時間労働者に対する面接制度（図7）の限界事例も確

認されています。 
 



■日中、正規社員として勤務している者が、19 時以降の 4 時間、別事業者にて非正規社員として雇用

されている。双方の事業所共に、長時間労働者としての認識がない。 

 
カ．事業所規模格差が確認されたストレスチェック 

2015 年 12 月 1 日から改正・労働安全衛生規則に基づいて施行されたストレスチェック制度に関

し、厚生労働省が 2017 年 7 月 26 日に公表した実施率と受検率は以下でした。 

 

        表4 ストレスチェックでも規模別健康支援格差が追認 
規模 実施率[%] 受検率[%] 
50-99 78.9 77.0 

100-299 86.0 78.3 
300-999 93.0 79.1 
1,000～ 99.5 77.1 
全体 82.9 78.0 

 
◆ストレスチェックの実施が義務付けられている、常用の在籍従業者数が 50 人を超える事業所に

対しては、このストレスチェックの実施結果に関する報告書を所轄の労働基準監督署に提出するこ

とが義務づけられています。しかしながら49人以下の規模の事業所に対しては、ストレスチェックの

実施義務も報告義務も課せられていませんので算出すらできません（図8）。       

◆50 人から 999 人までの間に限るなら、実施率と受検率とは在籍従業者数に比例しています。 

◆「専属」での産業医選任報告が求められる規模である 1,000 人以上の事業所でのストレスチェッ

ク受検率が、在籍従業者数100～999人規模の事業所より低い結果が確認されています。理由とし

ては、メンタルヘルスに不慣れな産業医や、「実施者」になることを辞退した医師が「専属」産業医と

して選任されていることが危惧されていましたが、的中したのかもしれません。 

◆報告書の提出時期は、各事業所の事業年度の終了後など、事業所ごとに設定して差支えない

こととされていることと、報告しなくても罰則規定がありません。このストレスチェックが義務化された

のは 2015 年 12 月 1 日からです。集計された 2017 年 6 月末まで 19 か月あります。1 年の一度の

実施義務がある中、19 か月での集計で果たして現実を表現しているのか疑わしいところです。 

そこで2017年3月末までと、2016年度末までに提出されたストレスチェック実施結果報告を元に、

「平成 26 年経済センサス-基礎調査」から推定した実施率は以下でした。 

 
         表5 ストレスチェック準備状況にも規模別格差 

規模 検査実施事業所ベース[%] 在籍従業者数ベース[%] 
50-99 41.9 49.1 

100-299 69.6 68.2 
300-999 75.0 71.5 
1,000～ 55.2 55.2 
全体 56.0 61.4 



◆こちらでみても、50 人から 999 人までの間に限るなら、従業者規模と実施率とは、検査実施事業

所でみても、在籍従業者ベースでみても、比例しています。 

◆初年度という“出だし”で算出した実施率はわずか 56.0%でした。 

◆こちらの統計でも、「専属」での産業医選任報告が求められる規模である 1,000 人以上の事業所

でのストレスチェック実施率が、検査実施事業所でみても、在籍労働者数でみても、全体より低値

を示しています。いよいよメンタルヘルスに不慣れな産業医や、「実施者」になることを辞退した医

師が「専属」産業医として選任されていることが危惧されていたことが的中しているのかもしれませ

ん。 

 

************************************************************************* 

解説：ストレスチェックとは 
ストレスチェックは、2014 年 6 月に公布された改正労働安全衛生法により新たに創設された制度です。

労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を『ストレスチェック』といいますが、2015 年 12 月

から、一定規模以上の企業はこのストレスチェックを実施する必要があることになりました。2006 年から

実施されている「長時間労働者に対する医師による面接指導制度」によって、これまでは月あたりの超

過労働時間数が 100 時間等の長時間労働に従事していた労働者しか医師による面接制度は希望でき

ませんでした。対してこの「ストレスチェック制度」導入にて、超過労働時間数にかかわらず、一定の基準

を超過し高ストレス者として選定された従業者のうち、希望した者全員が医師の面接を受けられるように

なりました。すなわち事業者に対して、医師による面接指導の実施義務が課されることになりました。こ

れまで、一定の長さの長時間労働に従事しているという背景がない限り、医師による面接指導を受ける

権利はなかったことからすると、ストレスチェック制度は画期的な従業者側に対する支援制度です。 

そしてベンチマークとしてこれまでに得られた全国統計とを比較することで、その企業や部署という集団

の、いわゆる〝働きやすさ〞という視点からみた、全国での立ち位置まで把握できるという「集団分析」も

実施可能となりました。どのような対策を取ったら、その集団は働きやすくなるのかまで事業所は、衛生

管理者や産業医、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士らと考察した対策を講じることで、その事

業所の職場環境の改善がはかられることも期待されています。 

************************************************************************** 
 
 
キ．ないがしろにされる産業医 

いわゆる「ブラック職場」に対して、是正勧告を出した産業医が、契約更改されない目に遭ったり、

初年の 1 年以内に限り、無償での産業医交替を“売り”にしている産業保健受託企業が確認された

りしているからなのでしょうか。知るだけで複数の医師が自殺しています。脳血管障碍になった医師

もいます。1 学年後輩で同じ大学のサークルに所属していた方も含まれます。 

9 月 10 日から 9 月 16 日まで折しも「自殺予防週間」です。現代社会では、誰もが心の健康を損な

う可能性があることを踏まえ、国民一人ひとりが、自殺を特別なことではなく、身近な問題として受け

止めて自殺予防対策の主役となるよう、共に支え合う社会を形成していくという視点を持って幅広く

呼び掛けが行なわれている（図 9）中、産業医の労働者性についてはあまり議論がなされてきて

いないように感じます。 



 
ク．負担が増加するばかりの産業医 

厚生労働省が 2017 年 7 月 26 日に報告したストレスチェック制度における医師による面接指導を

受けた従業者割合は、以下のように事業所規模に反比例していました。 

 
           表6 中小事業所にとっては救済 
事業所規模 50-99 100-299 300-999 1000人以上 計 
受けた割合 0.8％ 0.7％ 0.6％ 0.5％ 0.6％ 

 
◆この結果も 1,000人以上の規模を誇る事業所での割合が芳しくありません。 
◆厚生労働省の“専門家”が想定した１％の 4 割しか、面接希望者が出てきていません。ストレスチ

ェック制度の法制化に際して、そもそも法制度化や実施を反対する勢力が確認されていました。確

かにハイリスクだからと、ストレスチェックでの実施者や面接医を辞退する医師がいるのかもしれま

せんが。 

そして前述キのような中、産業医が面接を担うことが事業者から要望された場合、面接医を担うこ

とを承諾しなければ“選手交代”を告げられる産業医が出ることも想定できます。 

 
 
【３】．取り組んできた対策 

著者は精神神経科の専門医でもありませんし、「精神科産業医」でもありません。1998 年には関

西医大で森大仁（ひろひと）先生が 26 歳で亡くなり、社会保険労務士であったから、医師の労働者

性確保に尽力された御父上である故・森大量（ひろのり）先生のご指導を受け、2001 年から 2004

年にかけて医療機関での劣悪な労働環境を確認した経験があります。そして「問題は問題と思っ

たものが解決しない限り問題のまま」という臨床疫学者の言葉を思い出し、以下の取組を実行して

きました。 

 

ア．ノウハウの整理 

① メンタル不調に伴う休職・復職支援方法を「先見労務管理」誌 2015 年 4 月 25 日号から

2015 年 11 月 25 日号まで全 8 回かけ、「“うつ”からの職場復帰支援ナビ」という題の連載

にて紹介してもらいました。 

② ストレスチェック制度の整備・構築・運用の解説記事を、同誌 2015 年 12 月 25 日号から

2017 年 5 月 25 日号まで全 18 回、「これで安心！ストレスチェックの実施事務」という題に

て紹介してもらいました。集団分析の実施方法紹介や、研修系社会保険労務士や、今や

国家資格化されたキャリアコンサルタントによる職場環境改善方法も紹介してもらいまし

た。 

 
イ．アの廉価紹介 

① シンポジスト山崎哲也氏の勤務先であるぎょうせいデジタル（株）から自費出版を出しても



らいました（現在も購入可能）。 

② 同社担当者からの提案にて、Amazon Kindle や楽天 kobo で販売可能な電子書籍を作成

してもらいました（図10）。 

③ 自費出版のうち 1 冊を、「富士モデルは“不治も出る”」活動が掲載された精神神経学雑

誌に広告を出していた出版社 3 社に献本したところ、金剛出版から、「より仔細を記載して

欲しい。」との要望が出されました。精神・神経失調には、精神科医療における、他力本

願的に、睡眠薬を入り口とした服薬だけでは、かえって自殺者増という危険性にしかなら

ない現実を示したのが「富士モデルは“不治も出る”」でした。これを教訓とすべく、お茶の

水女子大学公衆栄養学研究室との共同研究成果も含めて刊行されました。自力救済的

な行動変容が、つまりは食事内容の改善や運動を通じた生理学的機能強化が、精神神

経の安定化や、更には心身両面への健康増進に資することを記載しています。 

④ なお、食事内容の改善や運動といった「衛生教育」の対象は、単に個人に留まりません。

社会格差が、次世代への健康格差にまでと、いわば遺伝することを防止するために、中

小事業所を対象とした集団レベルでの健康増進に資することを目的とした書籍も、労働

調査会から販売されるに至っています。 

 

 
ウ．ブランド化 

 今から 10 年前の頃でしょうか。当シンポジウム司会者の森晃爾教授が、産業医のブランド化提

言されていたことを思い出しました。【2】－キ、クのように簡単に交換される“汎用部品”という存

在では、とてもブランドとは言えません。そしてストレスチェックでの面接医を担当できるような医師

を増やすことで、このストレステック制度の円滑な遂行が容易化され、その結果、中小事業所でも、

過酷な労働環境の中、医師による面接を通じて、過労死に至る現実から、苦悩する従業者を救済

しえると考え、「メンタル産業医」という名称を冠した医師向け参考書を日本医事出版社から刊行し

てもらいました（図11）。   

また、「プロフェッショナル産業医」という名を冠したサイトを作成し、ブログを通じて情報を発信して

います（図12）。   

 

エ．中小事業所の支援体制整備 

 当シンポジウムのシンポジストである森近宗一郎特定社会保険労務士はじめ、記載した

課題の解決を通じて「過労死ゼロ社会」の到来を、共に目指してもらう同志を募っています。

税理士を支援する「栃木県計算センター」のように、産業医や労働衛生コンサルタントの支援

の在り方を模索しています。 
 
オ．元厚生労働大臣に陳情 

 2016年10月26日のＢＳフジ 「プライムニュース」という番組が、『「過労死」なくせるか 再発防ぐ

ための方策は』という報道を放映した収録現場にて、当方は元厚生労働大臣の田村憲久衆議院

議員に対して、「人を部品としか思わないような企業に対して、産業医がいくら諫言しても、聴き入

れる義務が企業側にはないばかりか、気に入らなければ解雇されるのみ。何人も自殺した産業医



が出ている事実さえある。これら現実を解決してほしい」との趣旨で成る陳情を行いました 

（図13）。 

その後、2017 年 3 月 28 日に働き方改革の実現会議は、「働き方改革実行計画」をまとめました。

意義としては 

・多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会の追及 

・働く人の視点に立った企業文化や風土の改革 

・働き方改革こそが労働生産性を改善するための手段であるとの位置づけ が挙げられます。 

 

安倍内閣総理大臣より、「日本の働き方を変える改革にとって歴史的な一歩である」との表明があり

ましたが、確かに、同一労働同一賃金の実現および長時間労働の是正は、かねてから社会が懸

案されていたにもかかわらず実現されなかったテーマです。以下が時間外労働の上限規制に対し

て罰則規定が盛り込まれ、そしてこの規定を筆頭とした実行計画です。 

◇週 40 時間を超える時間外労働の限度を原則として月 45 時間まで、かつ年 360 時間を上限 

◇労使協定を結ぶ場合でも上回ることのできない時間外労働時間は年 720 時間（月平均 60 時間） 

◇上記の場合でも、休日労働を含み 

・単月の限度は 100 時間未満 

  ・２か月から 6 か月のいずれの平均をとっても 80 時間以内 

  ・月 45 時間という時間外労働の原則を上回れるのは年 6 回まで 

 

しかしながら、以下の限界があるため、果たして歴史的な大改革というのかは、課題が残っていま

す。 

◆勤務間インターバル制度については努力義務にとどまる 

◆自動車の運転業務、建築事業、医師、研究開発職等、除外規定がある   

 

なお、この「働き方改革実行計画」を受けて、厚生労働大臣は労働政策審議会という諮問委員会

に法改正に向けた諮問を指示しました。その背景について塩崎恭久厚生労働大臣（当時）は 2017

年 6 月 5 日発売「日経ビジネス」の同誌編集長による取材に回答しています。中には、大手広告代

理店での新入社員過労自死事件において、産業医が抑止力になりえなかったことにも言及してい

ました。ひょっとすると、この陳情効果があったのかもしれません。実際２０１７年６月６日に厚生労働

大臣の諮問機関である労働政策審議会（会長：樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授）より、塩崎 

恭久厚生労働大臣（当時）に対し、働き方改革実行計画を踏まえた「時間外労働の上限規制等に

ついて」の建議 と共に「今後の産業医・産業保健機能の強化について」という建議がなされるに至

っています。 

 
 
【４】．展望 

ア．高齢者の労働力確保 

平成 29 年 2 月 1 日現在の人口動態(確定値)による生産年齢人口は 7,629.6 万人でした。1995

年の国政調査8,726万人と比すると87.4％です。一方、65～69歳の人口は1,020万人と、生産“可



能”年齢は一千万人を超えます。定年を 70 歳まで延長すると仮定してみます。15～69 歳の生産年

齢人口は 8649.6 万人となり、1985 年と同等の労働力が確保可能になることが想定できます。働き

甲斐を感じる方や、労働を生き甲斐と考える方はこれら、６５～６９歳の高齢者においても多いこと

でしょう。労働には運動要素もあります。すなわち労働に従事し続けることで、認知症や骨粗鬆症

防止を含めた様々な抗加齢効果が確保できます。全国規模で考えるならば医療費や福祉予算増

加を抑止できるかもしれません。 

 

イ．高齢者雇用における人事労務管理 

いわゆる正規労働者は、就労場所や従業内容、そして残業時間に制約のない働き方が求めら

れることから、「無制約社員」という区分がなされます。終身雇用や年功序列を前提とした職能設計

といったように、これまでの日本における人事労務管理は、無制約社員を対象として設計されてき

ていました。対して就労場所、労働時間、業務内容に制約がある社員を「制約社員」といいます。

出産・育児や介護、家庭との両立を考えて短時間労働に従事するパート・アルバイト・契約社員と

いう制約社員が増加してきている中、この制約社員に対する人事労務管理が求められている中で、

著者の契約先にも人材派遣業や人材供給業者が複数含まれます。 

では、高齢者雇用についてはいかがでしょうか。終の棲家がある場合が多いことから転勤はしたく

ない方が多いでしょう。体力から鑑みると、残業するより時短勤務を望むことが想定されます。すな

わち、「制約社員」としての人事労務管理の対象となりえます。前述の人材派遣業や人材供給業で

の経験に加え、契約先にはジャスダック市場に上場している社会福祉施設運営事業者もあることか

ら、これらでの経験を活かしていきたいと考えています。 

 

ウ．高齢者雇用における安全対策と産業医の役割 

厚生労働省による平成 28 年の労働者死傷病報告によると、50 歳以上の死傷者は全死傷者の

47％を超え、志望者にいたっては全死亡者の 55％を超えていました。そして中央労働災害防止協

会による「平成 29 年度安全の指標」では、第三次産業も、非正規労働者も、中小事業所も、そして

高年齢労働者も、それぞれ章立てされての安全対策に関する記載がなされています。高齢者が、

制約社員/非正規労働者という地位で、第三次/大惨事産業という中小事業所で就労することは、

いわば“安全の四（死）重奏”を意味するのかもしれません。そんな中ではありますが、定期健診と

ストレスチェックとは、世界でも類まれな心身両面における健康診断の法的義務化です。日本にお

ける従業者は、心身両面の不調や失調を未然に防止できることが期待されます。これら従業者に

対する心身両面への健康支援と、働きやすく活力あふれる快適な職場環境が形成されたら、病気

や怪我は当然に減るでしょう。そればかりではなく、前向きに仕事に取り組む従業者が増えることで、

生産性向上にも寄与できる可能性はあります。上記の定年延長も現実解になりえるのでないでしょ

うか。人手不足倒産に汲々とする時代の中、サバイバルを続ける事業者側にとっても朗報です。 

上記のような夢のような話を、「実」のある実際に繋げるには、特に中小事業所で不足している以下

への対応が求められます（図14）。 

 

① 産業医未選任事業所減 

② 定期健診の事後措置の充実：産業医意見をきちんと踏まえた人事労務支援 



③ ストレスチェックへの産業医参画の増加 

④ 集団分析の結果を踏まえた、より働きやすい職場環境の形成 

⑤ 在職老齢年金制度※の改善 

 

これらを履行し続けることで、企業価値と社会的評価の向上から、広く社会から信頼と尊敬を受け

るような企業になれば、労働力確保も容易になりえましょう。確実かつ着実に実行されていくことで、

高齢社会対策にも寄与できると期待したいところです。 

 

※ 在職老齢年金とは、60 歳以降も働いて保険料を納付する厚生年金加入者を対象とする

年金減額制度です。平均の「月収」と、受け取ることが可能な年金月額の合計とが、基準

額を上回ると、その超過額の半分が年金額から差し引かれます。すなわち、働いて稼い

だ額が、一定限度を超過すると年金が減額されてしまうため、就労意欲阻害/減退の原

因となっています。減額された分が、将来、完全にリタイアした後に支給される仕組みで

あれば良いのですが。 
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図１ 中小企業の定義
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図２ 日本の人口構成と推移予測
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図５ 業種と別死傷年千人率
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図６ 従業者規模別健康支援格差
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図７ 長時間労働者に対する医師による面接制度概略



図８ ストレスチェック検査結果等報告書



図９ 自殺予防週間（9/10-16）



図１０ 楽天koboから購入可能な電子書籍



11図１１ 刊行書籍



図１２ プロフェッショナル産業医サービス



◆時間外労働の上限規制等
◆産業医の機能強化
◆キャリアコンサルタントの活用

2016年10月26日

図１３ 元厚生労働大臣への建議内容



図１４ 求められる対策

★産業医選任率向上
★定期健診の事後措置の充実

→産業医意見を踏まえた人事労務支援
★ストレスチェックの産業医参画
★集団分析の結果を踏まえた、

より働きやすい職場環境の形成
★在職老齢年金制度の改善


